
�愛媛県告示第１６７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８８条の規定により、次の

とおり一部事務組合の解散の届出があった。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 組合の名称

大洲地区内子運動公園事務組合

２ 組合の事務所の位置

喜多郡内子町内子１５１５番地

３ 組合の解散年月日

平成２４年３月３１日
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�愛媛県告示第１６８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本文の規定に

より、次のとおり内山衛生事務組合の共同処理する事務の変更及び

同組合の規約の変更を許可した。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更事項

� 事務の変更事項

内子町小田地域（平成１６年１２月３１日現在における上浮穴郡小

田町の区域をいう。）における一般廃棄物処理施設（し尿処理

施設を除く。）の設置、管理及び運営に関する事務並びに一般

廃棄物（し尿を除く。）の処理に関する事務の追加

� 規約の変更事項

上記の事務の変更事項に係る規定の変更

２ 変更年月日

� 事務の変更年月日

平成２４年４月１日

� 規約の変更年月日

平成２４年４月１日

３ 変更許可年月日

平成２４年２月３日
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�愛媛県告示第１６９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ道後 松山市道後町一丁目
１－１２

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社フジほか
３者

株式会社フジほか
４者

平成２２年
９月１日
外

平成２４年
１月３１日

発 行 愛 媛 県
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愛 媛 県 報
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２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１７０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

パルティ・フジ道後 松山市道後町一丁目
１－１２

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻 午前９時 午前７時 平成２４年

２月２５日
平成２４年
１月３１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の閉店時刻 午後１０時 午前０時

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時４５分から午
後１０時１５分まで

午前６時４５分から午
前０時１５分まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後６
時まで

午前６時から午後１０
時まで

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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�愛媛県告示第１７１号
河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令

（昭和４０年政令第１４号）第４９条の規定により、次のとおり公示する。

その関係図面は、愛媛県庁及び愛媛県東予地方局建設部に備え置

いて縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 河川の名称

二級河川大曲川水系大曲川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成２４年２月１４日

３ 廃川敷地等の位置

西条市丹原町池田２８４番１地先から同市丹原町願連寺５２３番１地

先まで及び同市周布１７７２番地先

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地（河川管理施設を含む。） ４９２．３２平方メートル

愛 媛 県 報平成２４年２月１４日 第２３４２号
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�愛媛県告示第１７２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び今治市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画道路 ３・２・１ 広小路線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 今治市片原町一丁目の一部
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�愛媛県告示第１７３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び今治市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画道路 ３・３・６ 鳥生大浜八町線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 今治市東鳥生町二丁目、土橋町一丁目、横田

町一丁目、及び郷新屋敷町二丁目の各一部
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�愛媛県告示第１７４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び今治市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画道路 ３・４・１８ 波止浜中道線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 今治市内堀二丁目、内堀三丁目、地堀四丁目、

及び地堀五丁目の各一部
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�愛媛県告示第１７５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び今治市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

変 更 前 変 更 後

今治広域都市計画道路
３・５・２７ 今治日高線

今治広域都市計画道路
３・４・２７ 今治日高線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 今治市小泉三丁目、小泉四丁目、別名、及び

高橋の各一部
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�愛媛県告示第１７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び今治市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

今治広域都市計画道路 ３・５・４０ 波止浜五番浜線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 今治市地堀六丁目、中堀三丁目、中堀四丁目、

及び波方町樋口の各一部

� 削除する部分 今治市中堀四丁目、及び波方町樋口の各一部
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�愛媛県告示第１７７号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１

項の規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（農地保全事業・河之内地区）の計画変更に平成２４年２月１日同意

した。

平成２４年２月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖
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�愛媛県告示第１７８号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１

項の規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（農地保全事業・房代野地区）の計画変更に平成２４年２月１日同意

した。

平成２４年２月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

愛 媛 県 報平成２４年２月１４日 第２３４２号

９６



�愛媛県告示第１７９号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１

項の規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（農業用用排水施設整備事業・帯石地区）の計画変更に平成２４年２

月１日同意した。

平成２４年２月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖
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�愛媛県告示第１８０号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１

項の規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（農地保全事業・帯石地区）の計画変更に平成２４年２月１日同意し

た。

平成２４年２月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖
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�愛媛県告示第１８１号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１

項の規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・直瀬地区）の施行に

平成２４年２月１日同意した。

平成２４年２月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖
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�愛媛県告示第１８２号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１

項の規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・露峰西ノ川地区）の

施行に平成２４年２月１日同意した。

平成２４年２月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�������
�愛媛県告示第１８３号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律（平成２３年法律第１０５号）附則第３３条

の規定によりなお従前の例によることとされる同法第５９条の規定に

よる改正前の土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１

項の規定により、久万高原町から協議のあった町営土地改良事業

（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・下畑野川地区）の施

行に平成２４年２月１日同意した。

平成２４年２月１４日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１８４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（特－１９）第２７０７号 平成１９年
１１月１６日 （株）新興土木重機 白方 信一 松山市上野町甲２８２－２ 平成２４年

１月４日 土木工事業 建設業の廃止

（般－２１）第１６６２５号 平成２２年
１月２０日 フェンス松山 和田より子 松山市馬木町１００２－６ 平成２４年

１月２３日 とび・土工工事業 建設業の廃止

（般－１９）第６９５８号 平成１９年
１１月１３日 （株）匠建設工業 安藤 和夫 松山市住吉１－１－１ 平成２４年

１月２３日 建築工事業 建設業の廃止
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�愛媛県告示第１８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町岩水１４６４番６から

同町岩水１４６７番３まで

旧 １３．８～３３．８ ０．０４１

新 １４．２～３３．８ ０．０４１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宿毛城辺線
南宇和郡愛南町岩水１４６４番６から

同町岩水１４６７番３まで
平成２４年２月１４日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町僧都２８８番２から

同町僧都２１５４番４まで
平成２４年２月１４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市柴甲８３７番２から

同市柴甲７８１番７まで

旧 ４．０～１８．３
及び

１０．５～１８．３

０．１９７
及び
０．１６０

新 １０．５～１８．３ ０．１６０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市柴甲８３７番２から

同市柴甲７８１番４まで
平成２４年２月１５日
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�愛媛県告示第１９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年２月１４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

広報紙の印刷及び配布業務の委託

� 委託業務名及び数量

広報紙の印刷及び新聞折り込み業務、一式

� 委託業務の内容等

仕様書による。

� 委託期間

契約締結の日から平成２５年３月３１日まで

� 委託業務に係る成果品の納入場所

仕様書による。

� 入札方法

入札金額は、一部当たりの単価とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められ、かつ「特定調

達参加希望」の登録をしている業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の印刷及び新聞折り込み業務の実績を有し、

委託業務について、適切に履行し得る体制が整備されているこ

とを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県企画振興部管理局広報広聴課広報係

〒７９０‐８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２‐２２４１

� 入札書の受領期限

開札の日時に開札の場所へ持参して提出するか、又は平成２４

年３月２６日（月）午前１０時００分まで（必着）に�に掲げる場所
に郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法

律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書便

事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による

同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるも

の。以下「郵便等」という。）により提出すること。

� 入札説明書の交付方法

ア �に掲げる場所で交付する。
イ 交付期間

公告の日から平成２４年３月１４日（水）まで。ただし、執務

時間中（土曜日、日曜日及び祝日を除く午前８時３０分から午

後５時１５分までをいう。以下同じ。）に限る。

� 開札の日時及び場所

平成２４年３月２６日（月）午後２時

愛媛県庁第二別館５階第７会議室

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町重松甲１４２４番９から

同町重松甲１７３３番１まで

旧 ４．０～２９．０ ０．６６８

新
４．０～２９．０
及び

９．０～６４．６

０．６６８
及び
０．５８２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
喜多郡内子町重松甲１５２０番１地先から

同町重松乙５３６番６まで
平成２４年２月１４日

公 告
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� 入札書の提出方法

持参又は郵便等により提出すること。電送による提出は認め

ない。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加資格確認

申請書（以下「確認申請書」という。）を知事に提出し、入札

参加資格の確認を受けること。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

ア 確認申請書の受領期限

平成２４年３月１４日（水）午後５時１５分までに、３の�に掲
げる場所へ持参して提出、又は郵送すること。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

委託業務を履行できると知事が判断した入札者であって、愛

媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の

制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落

札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Printing a monthly newsletter and inserting it into

newspapers，１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，２６ March ２０１２

（tenders submitted by mail：１０：００ a．m．，２６ March

２０１２）

� For further information，please contact：Public Relations

Sec t ion，Publ ic Re la t ions Div i s ion，Admin i s t r a t ion

Subdepartment，Planning and Development Department，

Ehime Prefectural Government，４‐４‐２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime ７９０‐８５７０ Japan

Tel ０８９‐９１２‐２２４１

�愛媛県選挙管理委員会告示第７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２４年２月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第８号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２４年２月１４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

選挙管理委員会告示

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

田中徳博後援会 田 中 和 浩 二 宮 兼 雄 西予市宇和町伊賀上１６０ 平成２４年１月６日

愛媛維新の会 横 田 弘 之 兵 頭 竜 松山市枝松五丁目６－４８ 平成２４年１月１１日

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

「愛媛の未来を創る会」 主たる事務所の所在地 松山市天山三丁目１３－１５ 松山市千舟町五丁目２－３ 平成２４年１月６日

希望 名 称 希望 愛媛維新の会 平成２４年１月６日

主たる事務所の所在地 松山市天山三丁目１３－１５ 松山市千舟町五丁目２－３

横山博幸後援会「幸縁の
会」 主たる事務所の所在地 松山市天山三丁目１３－１５ 松山市千舟町五丁目２－３ 平成２４年１月６日

山内孝二後援会 代 表 者 大北 武 大西 美喜雄 平成２４年１月１０日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第９号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２４年２月１４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

自由民主党川内支部 代 表 者 大西 勉 野中 明 平成２４年１月１２日 政党の支部

会 計 責 任 者 細川 秀明 大西 勉

三宅しげひろ後援会 主たる事務所の所在地 四国中央市下柏町８８８－２ 四国中央市下柏町１１２１ 平成２４年１月２０日

自由民主党砥部支部 主たる事務所の所在地 伊予郡砥部町三角１８１ 伊予郡砥部町大南１９３５ 平成２４年１月２４日 政党の支部

代 表 者 土居 英昭 平岡 文男

会 計 責 任 者 森永 茂男 井上 洋一

愛媛県商工連盟連合会西
条支部 代 表 者 星加 隆夫 曽我 冬人 平成２４年１月２６日

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

伊 狩 泰 介 後 援 会 伊 狩 泰 介 平成２３年１２月３１日

平成２４年２月１４日 発行
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